
令和４年第１回岐阜県議会定例会における審議結果について 

 

１ 会期 

  令和４年２月２５日（金）～３月２４日（木）（２８日間） 

 

２ 審議結果 

  次の議案が２月２５日に提出され、教育警察委員会に付託された。 

  ○議第５２号 

   本巣松陽高等学校新特別棟建築工事の請負契約の変更について 

  ○議第５３号 

   羽島高等学校南舎建築工事の請負契約の変更について 

 

  ※３月１８日の教育警察委員会での審議を経て、３月２４日本会議で可決

された。 

 

３ 一般質問・議案に対する質疑の状況 

月 日 議員名 質 問 事 項 

３月９日 

 

 

 

森 正弘 

（自 民） 

〇休日の部活動の地域移行への支援について 

〇特別支援学校の設置基準について 

伊藤 英生 

（県 民） 

 

〇県立学校に配備されている抗原検査キットの

使用実態と医療機関との連携等について 

〇夜間中学の潜在的ニーズ把握の取組みについ

て 

３月１０日 澄川 寿之 

（公 明） 
〇児童生徒の目の健康について 

田中 勝士 

（自 民） 

〇高等学校の新科目「歴史総合」について 

・「歴史総合」の特徴と導入の狙いについて 

・教科書の選定について 

・授業開始に向けた準備について 

〇県立高等学校への新聞配備とメディアリテラ

シーについて 

・国の次期計画を受けた今後の取組みについて 

・県立高等学校への新聞の複数配備と選定につ

いて 

・教育現場におけるメディアリテラシーの育成

について 

事務局報告（その他）（１） 



布俣 正也 

（自 民） 

〇不登校対策の現状と今後の取組方針等につい

て 

〇小中学校教職員の働き方を改善・サポートす

るスタッフの積極的な配置について 

平野 祐也 

（自 民） 

〇がん等長期療養者の治療と就労・就学の両立

支援について 

・長期療養中の高校生の学習支援について 

〇来年度高等学校に新設される「情報」科目へ

の対応状況について 

３月１１日 中川 裕子 

（共 産） 

〇特別支援学校における新たな設置基準への対

応と教育環境の改善について 

・新たな設置基準への対応と新子どもかがやき

プランの見直しについて 

・国庫補助の引き上げの要望について 

若井 敦子 

（県 民） 

〇青少年への性教育における専門知識を有する

講師の活用促進について 

森 治久

（無所属）  

〇部活動の地域移行における市町村への支援に

ついて 

〇医療的ケア児が学ぶ小中学校への支援につい

て 

３月１６日 平野 恭子

（無所属）  
〇今後の制服のあり方について 

恩田 佳幸 

（自 民） 
〇今後の県立山県高校の活性化について 



質問 森（正）議員（自民・海津市）３月９日（水） 

 

〇休日の部活動の地域移行への支援について 

 

答弁 教育長 

県教育委員会では、今年度から羽島市、下呂市、安八町を地域移行の推進地

域に指定し、実践研究を進めております。 

また、先月には、全市町村を対象に、地域移行に関する意見交換を行い、市

町村からは地域人材の確保について「どのような人材がいるのか把握できな

い」「安心して任せられる人材が必要」といった声をいただいております。 

このため、まずは教員ОＢや地域のスポーツ協会、競技団体、地域クラブ等

の協力を仰ぎながら、指導可能な人材のリストアップに取組むなど、人材の掘

り起こしを進めてまいりたいと考えております。さらに、県スポーツ協会とと

もに、指導経験の浅い方を対象とした研修を行い、技術面のみならず、生徒の

個性を尊重することや、好ましい人間関係を構築する手法を学んでいただき、

受講者にはライセンスを発行する取組みを開始する予定です。 

こうした人材の「掘り起こし」と「育成」を両輪に、市町村における地域人

材の確保を支援してまいります。 

 

 

〇特別支援学校の設置基準について 

 

答弁 教育長 

議員ご紹介の調査では、本県の県立特別支援学校２１校のうち、校舎面積の

基準を満たしていないのは８校となっております。 

こうした学校では、２つのクラスを 1つの教室に配置したり、特別教室を普

通教室に転用したりするなどの工夫をして、現在、授業を行っているところで

す。 

文部科学省の設置基準では、学校周辺が住宅地であって土地の確保が困難等

の特別の事情があり、かつ近隣の学校等の施設を使用して教育活動が実施でき

る等により教育上支障がない場合には、整備を必要としない旨を規定しており

ます。このため、県教育委員会としましては、各学校の立地状況や、学びにお

ける支障の状況などを詳細に把握するとともに、児童生徒数の今後の推移を見

極めながら、整備の必要性や優先度を精査した上で、できるだけ早期に今後の

整備の方向性を固めてまいりたいと考えております。 



質問 伊藤（英）議員（県民 可児市） ３月９日（水） 

 

〇県立学校に配備されている抗原検査キットの使用実態と医療機関との連携等

について 

 

答弁 教育長 

まず、県立学校での使用実態ですが、本年１月末時点で５,６８９個が配布

され、このうち学校での使用が３５３個、医療機関への提供が２５０個、また、

使用期限が１月末までに切れたのは１２１個となっております。 

当初、国の手引きでは、生徒や教職員が医療機関をすぐに受診できない場合

の使用を想定していたため、例えば、修学旅行先で発熱した生徒の検査に使用

するなど、限定的な活用となっていました。その後、使用要件の緩和に伴い、

感染の疑いがある教職員の検査や、生徒が実習に参加する際、事業所の求めに

応じて行う検査などで活用しているところです。 

また、医療機関との連携については、検査キットが不足していた１月下旬、

国に確認したうえで、学校医や地元の医師会の求めに応じて医療機関に提供し

た事例があります。 

なお、市町村立学校については、１月末時点で７，５７７個が配布され、こ

のうち学校での使用が５６２個、使用期限が１月末までに切れたのは５，８１

１個と承知しております。 

 
 

〇夜間中学の潜在的ニーズ把握の取組みについて 

 

答弁 教育長 

県教育委員会では、平成２６年以降、中学校の設置者である全ての市町村を

対象に、ニーズや設置に関する検討状況を調査しております。また、全国の夜

間中学校では約８割が外国籍の生徒であることから、外国人県民の集住市を中

心に岐阜市、可児市など１３市町との意見交換を現在、定期的に行っていると

ころです。さらに外国人県民を支援する方々からも個別に意見を伺ってまいり

ました。 

こうした意見交換の結果、夜間中学校への入学を希望する方を見出し、具体

的なニーズを把握するためには、その支援者や応援者の方々も対象とした調査

が必要であることが明らかになりました。 

このため、来年度は、意見交換の場を活用して調査方法や内容を検討し、ま

ずは 13 市町において８月から９月にかけて調査を実施いたします。調査をす

る際には、国際交流協会等のＮＰＯに加え、識字教室や福祉施設の運営者の方

なども幅広く対象とすることで、夜間中学校で学びたいと考える方を適切に捉

え、潜在的ニーズの把握に努めてまいりたいと考えております。 

 



質問 澄川議員（公明 岐阜市） ３月１０日（木） 

 
〇児童生徒の目の健康について 

 

答弁 教育長 

今年度、岐阜県の公立学校で実施した健康診断では、裸眼視力が１．０未満

の児童生徒は小学校で３５％、中学校で５４％、高校で５６％でした。平成元

年の結果と比較すると、小学校で２倍、中学校で１．５倍になる等、年々増加

の傾向にあり、タブレット端末活用の広まり等を踏まえると、目の健康への配

慮が更に必要であると考えております。 

このため、これまでの、教室の適切な照度の保持や画面を見やすくするため

の姿勢の指導などに加え、国の通知や日本眼科医会作成の啓発資料の内容を踏

まえて、ＩＣＴ機器を使用する際の目の健康への配慮事項を新たに記載した、

県としての改訂版ＩＣＴ活用ガイドラインを、この３月末までに作成いたしま

す。 

また、来年度からは校内研修などでこのガイドを活用し、「目と端末の距離

を３０ｃｍ以上離すこと」、さらに「３０分に１回は２０秒以上目を休めるこ

と」など、特に配慮すべき点を確認、徹底することなどして、児童生徒の目の

健康を守る取組みを充実させてまいります。 

 

 

質問 田中議員（自民 羽島郡） ３月１０日（木） 

 

〇高等学校の新科目「歴史総合」について 

・「歴史総合」の特徴と導入の狙いについて 

 

答弁 教育長 

歴史科目として初めて世界史と日本史を融合した科目となる「歴史総合」は、

１８世紀後半以降の近現代史についてグローバルな視野で、生徒全員が学習す

る必修科目となりました。 

「歴史総合」の授業では、歴史の出来事や変化に対して、生徒自身が「なぜ

そうなったのか」という問いを立て、文献やネットで調べたり、話し合ったり

して、歴史への理解を深めていくことが求められています。「歴史総合」の導

入により、歴史教育は、資料を活用し生徒が主体的に学ぶことを重視するもの

へと変化していきます。 

こうした主体的な学びを通して、現代や将来において直面する課題を解決す

る力を生徒が身に付けることを期待しております。 

 

 

 



〇高等学校の新科目「歴史総合」について 

・教科書の選定について 

答弁 教育長 

県立高等学校で使用する教科書については、採択権者である県教育委員会

が、各学校の教育課程に適合する教科書を選定することや教科書の比較検討を

十分に実施することなどを示した採択方針を各学校に通知し、その採択方針に

基づいて、各学校で設置する教科書選定委員会において審議し、選定しており

ます。 

令和４年度から使用する「歴史総合」の教科書選定にあたっては、内容の難

易度、構成や分量、掲載資料の充実度、テーマ学習の記載内容などを比較し、

学ぶ生徒に適している教科書を学校ごとに選定しており、県立高校では、検定

済み教科書全１２種類のうち９種類が選定されております。 

 

〇高等学校の新科目「歴史総合」について 

・授業開始に向けた準備について 

答弁 教育長 

県教育委員会では、「歴史総合」の新設を含めた新学習指導要領が始まる令

和４年度に向け、これまでの４年間で、公立高校で地理歴史を担当する全ての

教員約２３０人を対象とした講習会を計画的に開催し、文部科学省の教科調査

官を講師に招き直接講習を受けるなど、新学習指導要領の趣旨や指導方法の習

得を図ってまいりました。 

さらに、令和元年度から、複数の指導力のある教員からなる研究会において、

「歴史総合」を含めた新しい科目が重視する、生徒が主体的に課題を追究する

授業の進め方などの研究を深め、その成果の普及を図っているところです。 

今後も、これまで世界史又は日本史のどちらかだけを教えてきた教員が多い

中、「歴史総合」で必要とされる、世界史と日本史を融合した、より俯瞰的な

視野に立った授業ができるような研修をさらに充実させ、現代や将来の課題の

解決につながる歴史教育の実践に努めてまいります。 

 

〇県立高等学校への新聞配備とメディアリテラシーについて 

・国の次期計画を受けた今後の取組みについて 

答弁 教育長 

学習指導要領には、新聞を教材として活用する旨が位置付けられており、ご

指摘のとおり県立高校では平均３．８３紙を配備し、活用しているところです。 

各学校の状況を見てみますと、最も多いところでは全国紙や地方紙に加え、

経済新聞や英字新聞など７紙を配備しており、少ないところでは１紙の配備と

なっております。 

このため、国の「５か年計画」策定の趣旨を踏まえて、配備数の多い学校の

活用事例等を示しながら、各学校での配備数の拡充を図ってまいります。 



 

〇県立高等学校への新聞配備とメディアリテラシーについて 

・県立高等学校への新聞の複数配備と選定について 
 

答弁 教育長 

社会が多様化する現代において、高校では、個人や社会の多様性を尊重する

人格の形成や、幅広い知識と柔軟な思考力に基づいて世の中を切り開いていく

力の育成が求められています。 

そのためには、生徒が様々な意見に触れ、比較、考察する経験を重ねること

が必要であり、その手段として、例えば、一つの出来事について、複数の記事

に目を通し、様々な視点で捉え、議論を重ねて探究する活動を行うことが効果

的であると認識しております。 

したがいまして、新聞の選定にあたっては、生徒や学校の特性等を踏まえた

様々な観点で検討し、その上で、バランスの取れた構成で複数紙を配備するこ

とが望ましいと考えております。 

 
 

〇県立高等学校への新聞配備とメディアリテラシーについて 

・教育現場におけるメディアリテラシーの育成について 

 

答弁 教育長 

近年ではＳＮＳの普及などにより、生徒が容易に情報を入手できるようにな

りましたが、その一方で、断片的な情報や偏った意見だけで判断してしまう場

合もあるのではないかと考えております。 

こうした中、各学校では一つの情報だけで判断するのではなく、様々な情報

を比較、検討する能力や態度を育てる取組みを実施しており、例えば、県立高

校では、授業で選挙をテーマに複数の新聞記事を活用し、候補者の政策を分析、

議論した上で、模擬投票を行った事例があります。また、小中学校では、ＳＤ

Ｇｓをテーマにタブレット端末の活用や地域の方々からの聞き取り、現地見学

等を通じて情報を収集し、課題とその解決策を考える活動をしております。 

さらに、今年度から新たに、教員を対象として、情報活用が専門の大学教授

を講師に招いた研修を行い、授業の実践手法の習得と、適切な情報の扱い方の

確認、徹底を図っております。 

今後も、こうした取組みを充実させ、生徒と教員のメディアリテラシーの向

上に努めてまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 



質問 布俣議員（自民 飛騨市） ３月１０日（木） 

 

〇不登校対策の現状と今後の取組方針等について 

 

答弁 教育長 

県教育委員会では、昨年６月に「学校・フリースクール等連携ガイドライン」

で定めた取組みの方向性に基づき、市町村が設置する全ての適応教室等が参加

する連絡会を設置、県内６地区で地区ごとに学校と民間施設・団体との連携に

ついての情報交換会を行うなど、関係者間のネットワークの構築に努めてまい

りました。 

また、議員ご紹介のセミナーでは、１００名近くの保護者に参加していただ

き、様々な事情を抱える不登校児童生徒に向け、多様な居場所づくりが進んで

いる状況や高校進学に関する情報、進学後のサポート体制等について情報共有

を図ったところです。 

今後は、これらに加え、県の担当者がフリースクール等を訪問して学校との

連携状況や課題を把握し改善を図るとともに、ニーズに応じて県教育委員会作

成の教材や進路情報を提供するなど、民間施設の取組みを支援してまいります。

また、県内フリースクール等の一覧を県ホームページで紹介するなど、児童生

徒の状況に最も適した学びの場が保障され、選択できるよう、努めてまいりま

す。 

 
 

〇小中学校教職員の働き方を改善・サポートするスタッフの積極的な配置に 

ついて 

 

答弁 教育長 

教職員の業務負担軽減を図るためには、外部人材の活用が効果的であると考

えており、学習や部活動などの児童生徒に関わる指導員や、スクールサポート

スタッフ、スクールカウンセラーなどを配置しております。 

今年度は、こうした外部人材を小中学校全体で８３４人配置しておりますが、

中でも、スクールサポートスタッフについては、コロナ対策としての消毒作業

や健康チェックはもちろんのこと、印刷業務や会計業務など、幅広くサポート

をしています。また、市町村教育委員会によっては、学校における保護者対応

の指導助言を行うスクールロイヤーを配置している例もあります。 

県教育委員会としましては、今後、外部人材の効果的な活用事例を手引きに

まとめ、市町村教育委員会に丁寧に周知していきたいと考えております。さら

に、各教育事務所で年８回程度開催する学校教育担当者会議などを通して、小

中学校での困りごとを随時聞き取り、個々の事情に応じた外部人材の積極的な

活用を促してまいります。 

 



質問 平野（祐）議員（自民 各務原市） ３月１０日（木） 

 

〇がん等長期療養者の治療と就労・就学の両立支援について 

・長期療養中の高校生の学習支援について 

 

答弁 教育長 

県教育委員会では、生徒が病院等で長期間療養することになった場合、医師

や教員、生徒本人や保護者が集まり、配慮すべき事項等を確認した上で学習を

支援しています。また、病室で受講するオンライン授業では、教室に設置した

カメラを病室から操作できる装置を新たに導入し主体的に授業が受けられる環

境を整えたところです。 

こうした支援は平成３０年度より開始しております。昨年度は１０名、今年

度は13名が活用し、退院後は、通常のクラスに戻り、その後、進級・進学して

おります。長期療養中の学習支援はこのように、途切れなく学習が継続できる

だけでなく、友人や学校とのつながりを維持することにより、治療にもよい影

響を与えると考えております。 

今後は、具体的な支援事例をまとめた冊子を作成して学校や病院に配布、周

知すると共に、医師の協力を得ながら、管理職や養護教諭がこの取組みの意義・

ノウハウを学ぶ機会を設け、入院生徒が学び続けることができる環境の充実を

図ることにより、この取組みが特別なことではなく、当たり前の支援となるよ

う努めてまいります。 
 

〇来年度高等学校に新設される「情報」科目への対応状況について 

 

答弁 教育長 

高等学校では、新学習指導要領に基づき、小中学校での学びを更に発展させ、

データやプログラミングを活用しながら、社会の課題を解決することなどを学

校・学科に関わらず、新たな科目「情報Ⅰ」を、全ての生徒が学ぶことになり

ます。 

このため、県教育委員会では、平成３０年度からの４年間で、担当する全て

の教員を対象とした研修会等を実施し、学習指導要領の趣旨や、プログラミン

グ教育の進め方の習得を図ってまいりました。 

さらに今後は、県独自の取組みとして、全ての県立高校に小型のマイコン

ボードなど、プログラミングの実習ができる教材を整備するとともに、実践的

な研修や外部人材も含めた専門家による講習の機会を設け、教員の指導力の向

上を図ってまいります。 

また、人材を確保するため、平成２５年度採用の教員採用試験から情報科教

員の採用を行っており、今後も継続して毎年数名程度の採用を行うとともに、

情報免許を持たない教員が免許を取得できるよう、大学と連携して講習を開設

する取組みを進めてまいります。 



質問 中川議員（共産 岐阜市） ３月１１日（金） 

 
〇特別支援学校における新たな設置基準への対応と教育環境の改善について 
・新たな設置基準への対応と新子どもかがやきプランの見直しについて 
 

答弁 教育長 

まず、新たな設置基準についてですが、この基準は既存の学校にも適用され

ます。この基準に照らし合わせると、県立の特別支援学校で５校が校舎面積の

基準を、さらに５校が運動場面積の基準を、３校が両方の基準を満たしていま

せんでした。 

文部科学省の通知では、設置基準策定以前に設置されている学校について

は、当分の間、設置基準によらないことができるとなっておりますが、既に着

手している可茂特別支援学校と同様に、児童生徒数の今後の推移を見極めなが

ら、整備の必要性や優先度、また、整備の内容を精査した上で、できるだけ早

期に整備の方向性を固めてまいりたいと考えております。 

次に、新子どもかがやきプランの見直しについてですが、プランには「ニー

ズに応じた学びの場を提供するための整備」を進める旨を定めており、個別の

事業については、毎年策定するアクションプランに盛り込んでおります。その

ため設置基準充足に向けた事業についても可茂特別支援学校と同様にアク

ションプランの中で対応して参ります。 

 

 
○特別支援学校における新たな設置基準への対応と教育環境の改善について 
・国庫補助の引き上げの要望について 

 

答弁 教育長 

国では、特別支援学校の教室不足を解消するため、令和２年度から令和６年

度までの５年間を集中取組期間と位置づけ、その期間における既存施設の改修

事業を対象に、国庫補助率を３分の１から２分の 1に引き上げております。 

しかしながら、教室不足の解消や設置基準の対応に向けた整備を行うには期

間が短く、さらには新増築等の事業については補助率引き上げの対象とはなっ

ておりません。 

本県ではこれまでも各都道府県教育委員会の施設担当課長で構成する「全国

施設主管課長協議会」を通じて、国庫補助率引き上げ期間の延長や新増築等の

事業への適用について、国に対して要望してまいりましたが、今後は、設置基

準の早期充足に向けた事業に係る経費についても補助対象に加えるなど、更な

る補助制度の充実を働きかけてまいります。 

 

 

 

 



質問 若井議員（自民 岐阜市） ３月１１日（金） 

 

〇青少年への性教育における専門知識を有する講師の活用促進について 

 

答弁 教育長 

県教育委員会では、県立学校に県産婦人科医会の医師等をお招きし、命の大

切さや人生設計等についてお話しを頂く機会を設けております。 

これまでに２６校で実施し、生徒からは「妊娠や出産には適齢期があること

を知り、将来について考える機会になった」という声があがるなど、自らの生

き方を考える貴重な場となっております。また、地域の産婦人科医が講師とな

るケースが多いため、将来にわたって身近に相談できる存在になっていただけ

ると考えております。 

この取組みは岐阜市立の中学校でも行われていますが、ＳＮＳの普及等によ

り、性に関する被害が低年齢化していることなどを踏まえると、より多くの学

校に広げていく必要があると考えております。 

このため、来月開催する市町村への説明会で取組みを紹介するとともに、中

学校での実施につながるよう、中学校教員や市町村担当者が高校での講話を体

験できる機会を提供してまいります。さらに、私立の学校の養護教諭も参加す

る講習会で講話の動画を紹介するなど、専門知識を持つ講師と連携した指導が

さらに広がるよう努めてまいります。 

 

質問 森（治）議員（無所属 瑞穂市） ３月１１日（金） 

 
〇部活動の地域移行における市町村への支援について 

答弁 教育長 

昨年１０月、県教育委員会が行った市町村調査では、部活動を移行しようと

する運営主体は「総合型地域スポーツクラブ」や「スポーツ少年団」「保護者

会」など様々であることが明らかになりました。 

また、先月開催した市町村との意見交換では「移行に必要な手順が分からな

い」といった意見があり、複数のパターンを想定した上で、具体的な手続をま

とめたガイドラインが必要であると考えております。 

このため来月には、有識者や市町村の代表者からなる委員会を設置し、運営

主体ごとの移行手順や移行後の運営手法等を取りまとめた「地域移行の方針」

を来年度中に策定し、市町村にお示しすることで実情に応じた体制作りを支援

してまいりたいと考えております。 

なお、策定に際しては教員ＯＢを県内６地区に配置し、中学校での活動実態

や指導者確保に関する調査を行うほか、先駆的な取組みも取材し、方針に反映

させると共に、全市町村を対象とした会議を策定の段階に応じて計画的に開催

し、直接、要望や質問をお聞ききすることで、方針が実効性のあるものとなる

よう努めてまいります。 



 
〇医療的ケア児が学ぶ小中学校への支援について 
 

答弁 教育長 

医療的ケア児の就学先を判断する際には、障がいの状態、本人の教育的ニー

ズ、学校の状況等に加え、本人や保護者の意向を踏まえて総合的に検討するよ

う、市町村教育委員会にお願いをしております。 

しかしながら、小中学校における医療的ケア児の就学事例は少なく、看護師

の雇用や学校医との連携など、様々な対応を入学時までに行うことが課題とな

る場合も見受けられます。このため、県教育委員会では、看護師等の人件費を

補助する国制度の案内や、県立特別支援学校での実際のケア体制の状況説明、

個々のケースに応じた具体的な対応について検討するなどの支援を行ってお

ります。 

また、入学後は、症状に応じたケアが必要となるため、看護師を対象に研修

会を開催するとともに、教員との連携、協力方法など学校全体で行うケアにつ

いても助言をしているところです。 

議員ご指摘の法律の趣旨も踏まえ、今後も市町村教育委員会との連携を強化

し、医療的ケア児がいつ、どの学校に入学しても安心して学ぶことができるよ

う、小中学校への支援に努めてまいります。 

 

 

質問 平野（恭）議員（無所属 岐阜市） ３月１６日（水） 

〇今後の制服のあり方について 

答弁 教育長 

県立高校では校則の見直しが進む中、コロナ禍における制服着用の柔軟な取

扱いも契機となり、いくつかの学校で制服のあり方について議論が行われてお

ります。 

例えば、議員ご紹介の岐阜北高校や加納高校では、私服登校を試行した上で

生徒自身が、生徒や保護者、教員にアンケートを実施し、生徒が教員と同じ空

間で制服について考え、さらに学校運営協議会を通じて外部の意見を取り入れ

議論した結果、岐阜北高校では制服を基本としつつ、季節や状況に応じて選択

制を導入、また、加納高校では式典等の指定日を除き制服以外の服装も認める

こととされました。 

県教育委員会としましては、校則の見直しに向けた、こうした取組みは望ま

しいものと評価しており、とりわけ制服については、各学校での伝統や、学校

生活を送る上での機能性や合理性、家庭における経済的負担などを考慮しなが

ら、誰もが過ごしやすい学校づくりに向けて生徒が主体となって考え、保護者

や学校関係者の参画を得ながら議論が進むよう、引き続き各学校を指導してま

いります。 



質問 恩田議員（自民 山県市） ３月１６日（水） 

 

〇今後の県立山県高校の活性化について 

 

答弁 教育長 

山県高校では、令和元年度から単位制を導入し、普通、工業、商業、福祉の

４つの類型ごとに開設された科目から、生徒が興味や進路希望などに合わせて

選択する形で学習を展開しております。 

また、地元企業での実習を高校卒業の単位として認めるデュアルシステムを

導入しており、今年度の卒業生からは「企業実習を通じて、専門的な知識や技

術、そして働くことの大切さを学ぶことができた」などの感想が寄せられてい

ることに加え、受入れ先の企業に就職する生徒も出てくるなど、これまでの活

性化に向けた取組みの成果が確実に現れております。 

来年度は、新たに福祉類型においても高齢者福祉施設での実習を計画するほ

か、現在、ＩＡＭＡＳ等と連携した取組みを始めるための調整を進めていると

ころです。さらには、来年度の入学生から、情報分野にも力を入れるため、「ア

プリケーション開発」などの学校独自の科目を開講するなど、活力ある学校づ

くりに取り組んでまいります。 


